
運賃改定未実施地区における上限運賃以外の運賃の割合運賃改定未実施地区における上限運賃以外の運賃の割合
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上限運賃以外の運賃の割合

札幌Ｂ地区 11.3%

旭川Ａ地区 9.4%

旭川Ｂ地区 2.9%

函館地区 0.0%

室蘭地区 59.6%

釧路地区 83.4%

帯広地区 6.5%

北見地区 13.6%

岩手県 44.0%

宮城県仙台地区 11.9%

宮城県郡部地区 3.1%

新潟県Ａ地区 29.6%

福井地区 0.8%

島しょ地区 6.7%

飛騨地区 6.7%

三重地区 1.0%

大阪地区 21.6%

神戸・阪神間地区 2.1%

姫路・東西播地区 22.8%

京都市域地区 26.8%

淡路島地区 57.4%

奈良県地区 4.0%

上限運賃以外の運賃の割合

大津市地区 2.8%

橋本地区 0.0%

紀南地区・紀宝地区 56.4%

近畿北部地区 5.5%

広島県Ｂ地区 19.7%

島根県本土地区 3.5%

島根県隠岐地区 0.0%

鳥取県地区 1.2%

香川県小豆島地区 0.0%

徳島県市部地区 13.1%

徳島県郡部地区 7.0%

愛媛県東中予地区 0.0%

愛媛県南予地区 0.0%

高知県高知市域地区 1.8%

高知県郡部地区 0.0%

長崎Ｂ 62.4%

宮崎 56.2%

鹿児島Ａ 7.7%

鹿児島Ｂ 93.9%

奄美 32.7%

計４２地区



Ⅴ．その他
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タクシー事業者に対する行政処分実績

1,01354147262.4 29,340470113,459H19

1,01662938758.9 22,560383223,321H18

96953343641.5 18,040435012,958H17

1,6741,32934543.9 15,141345002,797H16

1,37794743048.0 20,475427031,874H15

1,03777126647.1 11,9562540121,525H14

③１件当たり日車
数（②／①）

②延日車数①件数
合計

勧告・警
告等

小計

車両使用停止
事業
停止

許可
取消

行 政 処 分 等 件 数

監査
事業者数

年度

注：個人タクシーを含む。

累積点数２０点超の事業者数（タクシー）

１７１～８０３４１～５０

０６１～７０１４３１～４０

０５１～６０３９２１～３０

事業者数累積点数事業者数累積点数

（平成２０年３月末現在）

行政処分の実績行政処分の実績



１日当り営業収入額別人数分布について（東京・隔日勤務者）１日当り営業収入額別人数分布について（東京・隔日勤務者）

社団法人東京乗用旅客自動車協会調べ

●1日当り営業収入額最低日(2008年1月15日)
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1日当り営業収入額〔平均45,389円〕

隔
日
勤
務
者
数

（
人

）

●1日当り営業収入額最高日(2008年2月6日)
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1日当り営業収入額〔平均54,473円〕

隔
日
勤
務
者
数

（
人

）

●１ヶ月当たり営業収入額別人数分布（隔日勤務者：１１乗務数のみ）
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1ヶ月当り営業収入額

隔
日
勤
務
者
数

（
人

）

調査期間：２００８年１月１３日～２月１１日
調査対象：東京都内にある特定の事業者の特定の営業所
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